
育成就労制度 ～２０２７年４月施行に向けて～

技能実習制度からの大きな転換点

当組合顧問 合同会社ＩＣＨＩ 提供

令和8年2月1日

ＩＳＴ協同組合

出逢いに感謝 思えば叶う 動けば変わる 今を活きる 中小企業、組合の困りごとを全力でサポート！



2

外国人材の育成就労制度、27年4月から 政府閣議決定

政府は26日の閣議で、技能実習に代わる外国人材

の新制度「育成就労」を新設する入管難民法などの改

正法を2027年4月1日に施行すると決めた。1993

年から続く技能実習制度は廃止する。改正法は

2024年6月に成立していた。

育成就労は3年間の就労を基本とし、技能水準の高

い別の在留資格「特定技能」に移行して長く日本で活

躍してもらうことを目指す。

技能実習制度は原則として転職を認めておらず、劣悪な労働環境に耐えられず失踪する事例が相次いだ。その

ため、育成就労は業種ごとに定めた1〜2年の制限期間後、本人の意向で転職できるようにする。
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技能実習（現行制度）と育成就労（新制度）の改正点

技能実習制度（現行） 育成就労制度（改正）

目 的
人材確保を通じた開発途上地域等のへの技能、技術又は
知識の移転による国際協力

人材確保及び人材育成
（特定技能１号水準を目指す育成期間）

在留資格 技能実習 育成就労

在留期間
最長５年
（技能実習１号：１年、同２号：２年、同３号：２年）

３年以内（場合により最大で１年の延長可）

受入れ人数（全体） 総数の上限なし 分野ごとに受入れ見込数（上限数）を設定

受入れ人数枠 あり（優良要件を満たせば２倍に拡大） あり（要件によって２倍・３倍等に拡大）

監理する団体 監理団体 監理支援機関

送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 原則、ＭＯＣ作成国の送出機関に限定

前職要件 あり なし

日本語能力 要件なし（介護のみＮ４以上）
要件あり

就労開始前にＡ１（Ｎ５）相当以上
又は日本語教育機関等における相当の講習受講

技能評価 あり あり

転 籍 原則不可（やむを得ない事由による転籍可） 本人意向・やむを得ない事由による転籍可

特定技能への移行 技能実習２号を良好に修了
・技能検定３級等又は特定技能１号評価試験の合格
・日本語能力Ａ２（Ｎ４）相当又は認定日本語教育機関

等における相当の講習受講

※ ＭＯＣとは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れのための協力覚書（Memorandum of Cooperation）を指します。
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育成就労制度で受け入れることができる職種

技能実習制度（現行）

〇 農業・林業関係（３職種７作業）

〇 漁業関係（２職種10作業）

〇 建設関係（22職種33作業）

〇 食品製造関係（11職種18作業）

〇 繊維・衣服関係（13職種22作業）

〇 機械・金属関係（17職種34作業）

〇 その他（21職種38作業）

〇 主務大臣が告示で定める職種及び作業

（2職種4作業）

育成就労制度（改正）

〇 介護 〇 ビルクリーニング
〇 工業製品製造業 〇 建設
〇 造船・舶用工業 〇 自動車整備
〇 宿泊 〇 農業
〇 漁業 〇 飲食料品製造業
〇 外食業 〇 鉄道
〇 林業 〇 木材産業
〇 リネンサプライ 〇 物流倉庫
〇 資源循環

９６職種（１６８作業） １７分野
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育成就労の受入れ人数枠 （施行規則第１９条）

常勤職員数
受入れ人数
（基本）

優良な育成就労実施者
の受入れ人数

・ 指定区域
・ 優良な監理支援機関
・ 優良な育成就労実施者

の受入れ人数

３０１人以上 常勤職員の２０分の３ 常勤職員の１０分の３ 常勤職員の２０分の９

２０１人以上３００人以下 ４５人 ９０人 １３５人

101人以上２００人以下 ３０人 ６０人 ９０人

５１人以上１００人以下 １８人 ３６人 ５４人

４１人以下５０人以下 １５人 ３０人 ４５人

３１人以上４０人以下 １２人 ２４人 ３６人

３人以上30人以下 ９人 ５人以上30人以下 １８人 ９人以上30人以下 ２７人

２人 ６人 ５人 １５人 ８人 ２４人

１人 ３人 ４人 １２人 ７人 ２１人

３人 １０人 ６人 １９人

２人 ７人 ５人 １６人

１人 ４人 ４人 １３人

３人 １１人

２人 ８人

１人 ５人

技能実習

実習実施者の常勤職員総数か
ら上限を算定。
監理団体と実習実施者が優良
基準に適合すれば２倍とする。

育成就労

育成就労実施者の常勤職員総
数から上限を算定。

① 育成就労実施者が、優良基準に
適合すれば、約２倍。

② 監理支援機関と育成就労実施者
が優良基準に適合し、指定区域
（非都市部）であれば、約３倍。

人数枠には、「やむを得ない事情」による転籍者や育成就労期
間を４年に延長した外国人の数は含めない。

施行後も「技能実習」を行う外国人がいる場合は、育成就労外
国人の数に含める（常勤職員数に含めてはいけない）。

２倍

３倍
受入れ人数枠は１年目から３年目までの育成就労外国人の合
計に対する上限となる（１～３号の区分が廃止された為）。
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優良適合者の基準

監理支援機関

（ア）監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務
を行う体制及び実施状況

（イ）監理支援に係る監理型育成就労における技能及
び日本語能力の修得に係る実績

（ウ）出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育
成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の
発生状況

（エ）監理型育成就労外国人からの相談に応じることそ
の他の監理型育成就 労外国人に対する保護及び支
援の体制並びに実施状況

（オ）監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向
けた取組状況

育成就労実施者
（ア）技能及び日本語能力の修得に係る実績

（イ）育成就労を行わせる体制

（ウ）育成就労外国人の待遇

（エ）出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労
外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状
況

（オ）育成就労外国人からの相談に応じることその他の
育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並び
に実施状況

（カ）育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取
組の状況

※１ 優良な監理支援機関・育成就労実施者として受入れ人数枠の拡大等が適用されます。
※２ 優良要件の具体的な基準については、今後、検討のうえで運用要領等で示される予定です。
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優良基準における指定区域

都市部
(「指定区域」以外)

都市部から除外
(「指定区域」に含まれる)

埼玉県 秩父市、ときがわ町、皆野町、 長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町

千葉県
旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、 匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町及び鋸南町

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町及び青ケ島村

神奈川県 真鶴町

愛知県 新城市、設楽町､東栄町及び豊根村

京都府
福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、木津川市、笠置町、和束町、南
山城村、京丹波町、 伊根町及び与謝野町

大阪府 豊能町、能勢町、岬町及び千早赤阪村

兵庫県
洲本市、豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、
宍粟市、 たつの市、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町及び新温泉町

「指定区域」

都市部以外
の40道県

※ 育成就労外国人の受入れ人数に係る基準を含め、育成就労計画の認定は法人単位で行うことから、同一の法人について事業所の住所によぅって取扱い
を異にすることは想定しておらず、指定区域の規定の適用は育成就労実施者の本店所在地によって判断する（パブコメ回答）。
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特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について（案）

分野 介護
ビルクリー
ニング

建設
造船・
船用工業

自動車
整備

宿泊
自動車
運送業

農業 漁業 外食業 林業 木材産業
工業製品
製造業

航空 鉄道
飲食料品
製造業

リネン
サプライ

物流
倉庫

資源
循環

合計

参考
特定技能
（R６．３設
定）

135,000 37,000 80,000 36,000 10,000 23,000 24,500 78,000 17,000 53,000 1,000 5,000 173,300 4,400 3,800 139,000 820,000

特定技能 126,900 32,200 76,000 23,400 9,400 14,800 22,100 73,300 14,800 50,000 ９００ 4,500 199,500 4,900 2,900 133,500 4,300 11,400 ９００ 805,700

育成就労 33,800 7,300 123,500 13,500 9,900 5,200 26,300 2,600 5,300 ５００ 2,200 119,700 1,100 61,400 3,400 6,900 3,600 426,200

分野全体 160,700 39,500 199,500 36,900 19,300 20,000 22,100 99,600 17,400 55,300 1,400 6,700 319,200 4,900 4,000 194,900 7,700 18,300 4,500 1,231,900

第１２回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針
に関する有識者会議 （令和７年１２月２３日（火）１０ : ００～１２ : ００）

：既存分野 ：既存分野のうち新たな業務等を追加する分野 ：新たに追加する分野

（人）

令和１１年３月までの見込数

※ １号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、それぞれの分野ごとに在留する外国人の上限として運用するもの。
※ 育成就労については、令和９年４月（制度開始）からの受入れ。
※ １号特定技能外国人３３３，１２３人、技能実習生４４９，４３２人（いずれも令和７年６月末の在留者数）

★ 特定技能制度で、２６年度から３年間、１９分野の８０万５７００人を受け入れる。
★ ２７年４月に始まる育成就労制度では２年間、１７分野で最大４２万６２００人を見込む。
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特定技能における受入れ見込み数の見直し及び制度の改善について（令和４年８月３０日）
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育成就労実施者の要件等

項 目 技能実習制度（現行） 育成就労制度（改正） 備 考

離職者要件 なし
非自発的離職者を出していない
こと

過去１年以内に、申請に係る育成就労外国人に従事させる業務と
同種の業務に従事していた労働者を離職させていいないこと

必置の役職者

技能実習責任者 育成就労責任者（常勤役職員）

育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監
督することができる立場にあり、かつ、過去３年以内に育成就労責任
者に対する講習を修了した者

技能実習指導員 育成就労指導員（常勤役職員）
該当技能について５年以上の経験を有し、過去３年以内に育成就労
指導員に対する講習を修了した者を１ 名以上選任

生活指導員 生活相談員（常勤役職員） 過去３年以内に告示で定める講習を修了した者を１名以上選任

業務内容
必須業務：２分の１以上
関連業務：２分の１以下
周辺業務：３分の１以下

必須業務 ： ３分の１以上
安全衛生業務：１０分の１以上

認定計画
の提出回数

技能実習１号 → １回
技能実習２号 → １回
技能実習３号 → １回 計３回

受入開始時のみ（１回）

※転籍がない場合

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」について、外国人育
成就労機構による認定を受ける。

協議会への加入 なし
従事する業務の属する育成就労
分野の分野別協議会への加入が
必要

法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るもの
である場合、分野別協議会への加入に代わる措置を講じているとき
は、この限りでない。
（建設、工業製品製造業）

パブコメ

（1６５）

Q
育成就労責任者だけでなく、生活相談員や育成就労指導員にまで3年毎の講習の受講を強いるのはやりすぎと感じる。講習の受講費用も負担になるため、間隔
はもっと空けてほしい。現行の技能実習の責任者講習でさえ講習に1万円発生している。それが倍以上になるのは小規模な事業者には大きな負担。もし実施する
のであれば、内容が重複する講習を受講している場合は重複部分の受講を免除するなどの柔軟対応を検討すべき。

Ａ 御指摘も踏まえ、御指摘の「講習」の在り方については検討してまいります。
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育成就労計画の認定申請手続き

１．育成就労計画の記載事項

① 育成就労実施者届出番号
② 申請者の業種
③ 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号
④ 申請者が加入している分野別協議会の名称（分野別協議会への加入に代わる措置を講じている場合にあっては、その措置の内容） 
⑤ 育成就労責任者の役職名 
⑥ 育成就労指導員及び生活相談員の氏名及び役職名
⑦ 育成就労の対象となろうとする外国人の生年月日及び性別
⑧ 育成就労の対象となろうとする外国人に対する報酬の月額 
⑨ 監理型育成就労に係るものである場合は、次の事項

・ 監理支援機関の許可番号、監理支援責任者の氏名、当該監理支援責任者を設置する事業所の名称及び所在地並びに育成就労計画の
作成に関する指導を担当する者の氏名 
・ 取次送出機関がある場合にあっては、当該取次送出機関の氏名又は名称

2．育成就労計画の添付書類

① 申請者の概要書
② 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の２事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書及びその 
役員の住民票の写し、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写しなど

③ 育成就労の対象となろうとする外国人の健康状態が良好であることを証する書類
④ 納税額に関する証明書
⑤ 社会保険の保険料の納付状況を証する文書

監理支援機関等 育成就労実施者

計画・作成・指導

外国人育成就労機構

育成就労計画
（手数料）

育成就労計画認定申請
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育成就労外国人の入国から就労イメージ

特定技能
２号

特定技能
１号

育成就労
（３年目）

育成就労
（２年目）

育成就労
（１年目）

３年（原則） ５年 制限なし

・就労開始前までに日本語A１相当合格
又は

・日本語教育機関等における相当の講習

・ 技能検定基礎級の受検必須

〇不合格でも就労継続は可。
→ 合否は、監理支援機関・育成就労実
施者の優良要件等に影響。

・ 技能検定３級等の合格
・ 日本語Ａ２（Ｎ４）以上の合格

〇技能評価試験不合格の場合かつ特定技能１号への移行希望がある場合には、
最長１年に限り同一の事業所での就労可。

最長１年延長可 最長１年延長可

・ 特定技能２号評価試験等の合格
・ 日本語B１（Ｎ３）以上の合格

〇技能評価試験不合格の場合かつ特定技能２号への移行希望がある場合には、
最長１年に限り同一の事業所での就労可。外国人本人意向による転籍OK

・同一機関で１年以上就労（分野により１～２年）
・技能検定基礎級等＋N5以上の合格
・同一業務区分内のみ

育成就労制度 特定技能制度
＜育成就労制度の最終目標＞
特定技能１号水準の技能・日本語能力を身につけること 連続性を持たせた密接なつながり

・育成就労実施者は、育成就労外国人がＡ２目標講習を受講できる必要
な措置を講じる義務がある（３年間で１００時間以上）。
（例）講習費用、試験受験費用など
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育成就労における転籍者（外国人）及び転籍先企業等の要件

育成就労における転籍は、「やむを得ない事由」と「本人意向による転籍」の２つ。

※ 新制度施行後に経過措置で技能実習を行う技能実習生や、育成就労を４年目に延長した外国人には適用されません。

№ 要 件
適 用

育成就労
外国人

育成就労
実施者（転籍先）

① 同一の事業所で１年以上の就労 〇 ―

② 技能検定・評価試験基礎級の合格かつ日本語能力Ａ１（Ｎ５）以上 〇 ―

③ 転籍の斡旋において民間の職業紹介事業者が介入していないこと 〇 〇

④ 業務に要する技能・技能の属する育成就労産業分野が同一であること 〇 〇

⑤ 育成就労実施者（転籍先）が優良要件に適合していること ― 〇

⑥
育成就労実施者（転籍先）の在籍育成就労外国人に占める転籍者数が
３分の１以内であること

― 〇

※ 改正法附則第２４条により、「政府は、…育成就労外国人…
が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏 その他
の特定の地域に過度に集中して就労することとならないよう
にするために必要な措置を講ずるものとする。」と されている
ことから、育成就労制度における地方配慮施策の対象となる地
域以外の地域を「大都市圏等」として定める。

大都市圏 【本資料９ページを参照】
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初期費用補填（転籍先の費用負担）①

育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が定

める額に、右記の按分率を乗じて得た額を転籍元の育成就労実施者に支払うこととし

ていること。 

【補填額の考え方】
① 有形コストとして初期費用である職業紹介費、入国前後の講習費等を含んだ標準（固定）額を設定。ただし、公平のため、来日渡航費等の一部は実

費を勘案して標準額への上乗せ可とする。

② 金銭で評価できない無形コストは、有形コストとしての初期費用の標準額と同額とみなす。

③ これらに按分率を乗じて得た額とする。なお、初期費用の標準額について、令和４年度の事業報告書を前提とした初期費用として算入すべき金額は

約４０万円であった。今後、より直近の事業報告書を勘案して補填額の対象となる金額を算定の上、告示で定める予定。 

パブコメ

（２6７）

Q 転籍に伴う転籍先から転籍元に対して支払う補填費用や地方からの転籍を防ぐ仕組みについてはいつ頃公表されるのか？また、パブ リックコメントはあるのか？

Ａ

本人意向の転籍に当たり、転籍先となる育成就労実施者が転籍元となる育成就労実施者に一定の金額を支払うこととしていることは 本省令において規定してい
ますが、御指摘の「補填費用」の具体的 金額については、告示で定めることとしており、令和８年以降にパブリックコメントを行った上で、公布を予定しています。ま
た、改 正法附則第24条第１項の「政府は、…育成就労制度…の運用に当 たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確 保され、もって地域経
済の活性化に資するよう、育成就労外国人… が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定 の地域に過度に集中して就労することとならな
いようにするために 必要な措置を講ずるものとする」という規定を踏まえた措置につい ては、本省令において規定しております。
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初期費用補填（転籍先の費用負担）②

１年目 ２年目 ３年目
初期費用等補填割合

（B社負担）

Ａ社
（育成就労）

B社
（育成就労）

有形コスト＋無形コスト×按分率
（４０万円＋０円）×５／６≒３３万円

Ａ社
（育成就労）

B社
（育成就労）

有形コスト＋無形コスト×按分率
（４０万円＋０円）×２／３≒２６万円

Ａ社
（育成就労）

B社
（育成就労）

有形コスト＋無形コスト×按分率
（４０万円＋０円）×１／２≒２０万円

Ａ社
（育成就労）

B社
（育成就労）

有形コスト＋無形コスト×按分率
（４０万円＋０円）×１／４≒１０万円

転
籍
制
限
期
間

６分の５

3分の２

2分の１

４分の１

１年６か月１年 ２年６か月２年入国 本人意向
による転籍
（不可）
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同一労働同一賃金

転籍してきた育成就労外国人と同じ期間、在籍している育成就労外国人の賃金も・・・



17

送出機関の要件

送出機関の
主な要件

〇所在する国又は地域の公的機関から監理型育成就労の申込みを適切に日本の監理支援機関に取り次ぐこ

とができるものとして推薦を受けていること。 

〇取り次ぐ外国人について素行が善良であることを確認していること。

〇外国人及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインター ネッ

トその他の適切な方法で公表するとともに、費用について外国人及び監理支援機関に対して明示し、 十分

に理解させること。

〇育成就労を終了した者による修得した技能の国内外における活用状況等について機構等が行う調査に協 

力し、機構等からの育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する要請に応じること。

〇送出機関又はその役員が拘禁刑以上の刑に処せられた日から５年を経過しない者でないこと。

〇送出機関又はその役員が過去５年以内に次の行為をしていないこと。 （育成就労に関連する保証金・財産管

理・契約不履行の違約金を定める契約等、人権侵害行為など） 

〇育成就労実施者や監理支援機関等に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他

の財産上の利益の供与もしくは供応接待をし、又は社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物 品

その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の申込み若しくは約束をする行為をしていないこと。

外国人が支払う
費用の要件

〇外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正（＝育成就労計画に記載
された報酬の月額の２倍を超えない）であること。

パブコメ

（２２７）

Q
外国人が送出機関に支払った費用が「育成就労計画に記載された報酬の月額に２を乗じて得た額を超えないこと」について超えた分の費用をだれが負担するの
かなど費用の取り扱い等について明記す べき。

Ａ
御指摘の「超えた分の費用」については、育成就労実施者、監理支援機関及び送出機関で適切に分担していただくことを想定しており、今後、運用要領等において
お示ししてまいります
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今後の予測スケジュール

２０２６年（令和８年） ２０２７年（令和９年）

1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

技
能
実
習

技能実習生面接

技能実習認定申請

技能実習ＣＯＥ交付申請

技能実習生入国

育
成
就
労

育成就労外国人面接

育成就労認定申請

育成就労制度施行

育成就労ＣＯＥ交付申請

育成就労外国人入国
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技能実習に関する経過措置のイメージ

２０２５年
（令和７年）

２０２６年
（令和８年）

２０２７年
（令和９年）

２０２８年
（令和１０年）

２０２９年
（令１１年）

２０３０年
（令和１２年）

経過措置期間
改正法施行
（４／１）

技能実習１号 技能実習２号（１年目） 技能実習２号（２年目） 技能実習３号（１年目） 技能実習３号（２年目）

技能実習１号 技能実習２号（１年目） 技能実習２号（２年目）

技能実習１号 技能実習２号（１年目） 技能実習２号（２年目）

技能実習１号 技能実習２号（１年目） 技能実習２号（２年目）
１号計画
認定申請

１号計画
認定申請

実習不可

（施行日から）
３か月以内に開始

３か月を超える

実習
OK

実習
OK

実習
OK

実習
OK

実習
OK

実習
OK

実習
OK

３号移行不可

３号移行不可

３号移行不可

施行日前に計画認定申請をし、
施行日から３か月以内に開始さ
れる場合は実習できます。
次の段階への以降も可能です。

施行日前に入国し技能実習を行って
いる場合は、引き続き実習できます。
次の段階かの技能実習も可能です（１
号から２号、２号から３号）。ただし、2
号１年目の実習生は３号へ移行でき
ません。
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高市早苗氏を第104代首相に選出 日本の憲政史上初の女性総理大臣に

国会では21日午後、石破内閣の総辞職を受けて内閣
総理大臣指名選挙が行われ、衆議院本会議で自民党
の高市早苗総裁が、第104代総理大臣に選出された。

投票では、自民党、連立政権樹立に合意した日本維新
の会に加え、少数会派の一部が高市氏に投票し、過半
数を制した。日本の憲政史上、女性が首相を務めるの
は初となる。
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保険料滞納の外国人に「在留資格更新認めない」方針 2027年6月から

国民健康保険の保険料を滞納する外国人への対応として、政府は2027年6月から、未納の場合は原則として在

留資格の変更や更新を認めない仕組みを導入する方針です。 上野厚労相は4日、「社会保障制度の適正利用等

を推進することが必要」として、出入国在留管理庁と連携し、収納状況を在留審査に反映させる仕組みについて、

再来年からの運用開始に向け準備していると述べました。 厚労省によりますと、去年12月末時点の調査で、外

国人の保険料の収納率は63％だったということです。

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%88%B6%E5%BA%A6&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%87%BA%E5%85%A5%E5%9B%BD%E5%9C%A8%E7%95%99%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%BA%81&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_c003008e24d99719390fa4454512ab678389ed78
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外国人永住手数料を大幅引き上げへ 上限30万円検討 受け入れ環境整備などに充てる方針

高市総理大臣肝煎り（きもいり）の外国人政策を巡り、政府は外国人の永住許可の申
請や在留資格の変更にかかる手数料を大幅に引き上げる方向で検討に入りました。 

現行の制度では、永住許可の申請には1万円の手数料がかかります。日本の手数料
は欧米諸国と比べて割安となっていて、政府はこの上限を30万円に引き上げる案
を検討しています。 

また、資格の変更や更新にかかる手数料については、今の6000円から引き上げ10
万円を上限とする案なども出ています。 

引き上げに伴う増収分は、外国人の受け入れ環境の整備や不法滞在者の強制送還
などの財源に充てる予定です。

 （「グッド！モーニング」2025年11月29日放送分より）

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E9%AB%98%E5%B8%82%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8e0a674d43056f90608581143a217d9975a3ef17
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%A8%B1%E5%8F%AF&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8e0a674d43056f90608581143a217d9975a3ef17
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8e0a674d43056f90608581143a217d9975a3ef17
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E8%AB%B8%E5%9B%BD&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8e0a674d43056f90608581143a217d9975a3ef17
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%BB%9E%E5%9C%A8%E8%80%85&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8e0a674d43056f90608581143a217d9975a3ef17
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今年の出生数66万8千人程度、過去最少更新 朝日新聞推計

２025年に国内で生まれた日本人
の子どもは66万8千人程度であ
ることが23日、朝日新聞の推計で
わかった。統計のある1899年以
降、過去最少で、10年連続で過去
最少を更新する見通しだ。

25年 1年間の出生数は66万
7542人程度となった。24年の出
生数 (確定数 )は68万6173人
だった。

国立社会保障・人口問題研究所が
20年の国勢調査に基づいて23年
に公表した将来推計人口(中位推
計)によると、25年の出生数は74
万9千人と見込んでいたが、これよ
り大幅に下ぶれする。今回の推計
に近い66万6千人になるのは、
41年としていた。

日本の子供(14歳以下)の人口は2025年4月1
日時点で1366万人であることが明らかにされた。
これは去年の同時期と比べ35万人の減少で、
1982年から44年連続の減少。子供の総人口に
占める比率は11.1％で前年比マイナス0.2％ポイ
ント。また、統計記録のある1950年分以降では、
過去最低値を示している。出生数

子供の数

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%83%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%83%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%83%BB%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E5%8B%A2%E8%AA%BF%E6%9F%BB.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%B0%86%E6%9D%A5%E6%8E%A8%E8%A8%88%E4%BA%BA%E5%8F%A3.html
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高校卒就職希望者数の長期的な減少

2023年9月26日 5時00分
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外国人労働者１３年連続増加、２０２５年は過去最多の２５７万人…人手不足で企業が積極採用

厚生労働省は３０日、昨年１０月末時点の国内で働く外国人労働者が、
過去最多の２５７万１０３７人（前年同期比２６万８４５０人増）に達した
と発表した。人手不足を背景に、企業が積極的に外国人労働者を採用
していることが要因とみられ、最多更新は１３年連続となった。

発表によると、国籍別ではベトナムが６０万５９０６人と最多で、全体の
２３．６％を占めた。次いで、中国が４３万１９４９人（１６．８％）、フィリピ
ンが２６万８６９人（１０．１％）などと続いた。

在留資格別でみると、一定の専門性や技能のある「特定技能」を含む
「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く、８６万５５８８人。永住者
などの「身分に基づく在留資格」が６４万５５９０人、技術指導を目的と
した「技能実習」が４９万９３９４人などとなった。

外国人を雇用する事業所数も過去最多の３７万１２１５か所に上った。
規模別では、従業員３０人未満の小規模事業所が約６割を占め、１事業
所あたりの外国人労働者の雇用人数は平均６.９人だった。

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80&fr=link_kw_nws_direct&fr2=cid_8ca509cc6bee7772d370b9499256559a6a5687b1
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宅建FPが教える 資産形成×ライフデザインの実践メソッド

https://shyakariki.com/
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